
上下水道局改造義務違反行政措置審査会要綱 
 

（目的） 

第１条 本要綱は、京都市水洗化普及促進要綱（以下「要綱」という。）第７条第１項

に規定する上下水道局改造義務違反行政措置審査会（以下「審査会」という。）に関

し必要な事項を定めることを目的とする。 

（審査） 

第２条 審査会は、要綱第７条第１項の規定により審査した結果、特別の事情があると

認められるときは、結論を留保することができる。 

２ 審査会は、前項の規定により結論を留保し、又は既に要綱第６条第１項に該当する

事由を判定した後に、事情の変化が生じたときは、再審査するものとする。 

（構成） 

第３条  審査会の構成は、次の各号に掲げるとおりとする。 

⑴ 委員長 次長 

⑵ 委 員 技術長、総務部長、下水道部長、下水道部管理課長 

（委員以外の出席） 

第４条 委員長は、特に必要あると認めるときは、審査会に委員以外の者の出席を求め

て、意見を徴することができる。 

（補則） 

第５条 この要綱に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、委員長が定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２２年１２月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成２３年４月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から実施する。 

 

 


